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「シャウプ勧告」における平衡交付金の再検討 
─地方財政調整制度の再構築に向けて─

Reconsideration of the Equalization Grant in Report on Japanese Taxation by the Shoup Mission:
Toward the Restructuring of the Fiscal Equalization System in Japan

澁　谷　朋　樹

要約

1949（昭和24）年に公表された「シャウプ使節団日本税制報告書（Report on Japanese Taxation）」（以下，

シャウプ勧告）は，日本の地方財政の歴史において，重要な地位を占めているといえる。これは，日本の地方

財政制度を抜本的に改革しようとするものであった。

本論文は，「シャウプ勧告」の中でも，平衡交付金構想，およびそれを基にして創設された地方財政平衡交

付金制度について着目し，日本における地方財政調整制度のあり方を検討するものである。「シャウプ勧告」

では，地方財政調整の強化を地方自治発達の基本条件として認めている。その一方で，地方の自主財源の拡大

をすると，地域間格差の拡大が同時に起こりうることが想定される。地域間格差が課題とされて久しいが，地

方分権のあり方を検討するにあたり，地方財政調整制度について検討することは必要となる。その場合，例え

ば，再分配機能を果たしている地方交付税のあり方について，さらなる議論が必要になると考えられる。

現在，地方交付税制度の改革に関する多くの論点があるが，筆者は基準財政需要額の算定方法の再検討や地

方税源の充実の必要があると考える。「シャウプ勧告」では，「下から積み上げ方式」を採用した平衡交付金構

想，および地方税源の強化を提唱している。日本の地方財政の原点ともいえる「シャウプ勧告」について再検

討することは，今後の地方財政調整制度のあり方を考えていく上で有益ではないかと考える。
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はじめに

日本地方財政の歴史において，「シャウプ使節団

日本税制報告書（Report on Japanese Taxation）」（以

下，シャウプ勧告）は重要な地位を占めるといえ

る。1949（昭和24）年に公表された「シャウプ勧

告」は，日本の地方財政制度を抜本的に改革しよう

とするものであった。この勧告の内容について，公

表から70年以上過ぎた現在でも，いまだに議論され

続けている。なぜならば，市町村税の拡充や都道府

県事業税の外形標準化，税収格差の是正と国の財政

事情に左右されない地方の財源保障機能，国と地方

の協議機関の設定など，今日の分権改革への議論を

先取りしている部分が見受けられるからである1。

本論文は，戦後日本の地方財政に多大な影響を与

えた「シャウプ勧告」の中でも，平衡交付金に着目

し，日本における地方財政調整制度を検討していく

ものである。「シャウプ勧告」で構想された平衡交

付金は，地方財政平衡交付金として1950（昭和25）

年に創設されたが，1954（昭和29）年に地方交付税

制度に改変されて現在に至っている。

現在，地方交付税制度改革について様々な議論が

展開されているが，その原点ともいえる平衡交付金

の再検討は避けられないと考える。「シャウプ勧告」

135

公共政策志林　第 9号　2021年 3 月



でも，財政調整の強化を地方自治発達の基本条件と

して認めているからである。これまでも藤田武夫教

授をはじめとして，多くの先行研究によって平衡交

付金は検討されているが，今後の地方自治のあり方

について議論していくためにも，あらためて検討し

ていく必要があると考える。

そこで，本論文では，最初に地方交付税の課題を

指摘した後，日本における地方財政調整制度の沿革

について整理する。次に，「シャウプ勧告」におけ

る平衡交付金構想，およびそれを基にして創設され

た地方財政平衡交付金制度について整理し，検討す

る。そして最後に，「シャウプ勧告」で示された地

方財政調整制度に関する内容を考慮しながら，平衡

交付金の現代的意義について考察する。

1 　日本における地方財政調整制度
1.1　地方交付税の課題

地方財政調整制度の目的は，「政府団体間の財政

力格差是正と財源保障2」の 2 つが挙げられる。図

1のように，財政力の弱い地方団体に財政移転をす

ることにより，ナショナル・ミニマムの保障や地域

間の公平性の確保が可能となるのである。現在の日

本における地方財政調整制度は，地方交付税である。

地方交付税は，普通交付税（総額の94％）と特別

交付税（総額の 6％）に大別される。大部分を占め

る普通交付税は，「基準財政需要額－基準財政需要

額＝財源不足額」によって算定される。しかし，総

額が不足した場合は減額調整が行われ，各地方団体

が要求する額がそのまま交付されるわけではない。

また，地方交付税による地方団体のモラルハザード

の問題も指摘されている。再分配の効果が強くなれ

ば，地方団体が地方交付税に依存してしまう可能性

も出てくるというものである。

また，臨時財政対策債の増加が問題となってい

る。図 2のように，これは財源不足を補填するため

に，地方団体が特例として発行している赤字公債で

ある。2001（平成13）年度以降，多くの地方団体

が，地方交付税と臨時財政対策債の発行を組み合わ

せて経費を賄っているのが現状である。

「地方分権一括法」や「三位一体の改革」等，平

成時代を通じて地方分権の推進が提起されたが，い

まだに地方団体の財源不足が解決しているようには

みえない。地方団体が各地域の実情に合わせた政策

を実施するためには，十分な財政的な裏付けが必要

となってくる。しかし，それがままならない状況下

では，地方分権を推進させることは困難であると考

える。

そこで，地方交付税が抱える諸問題を解決するた

めに，「シャウプ勧告」における平衡交付金を再検

討することは有益な示唆が得られると考える。後に

詳細に検討するが，平衡交付金は地方財政の不足分

を全額補填する「下から積上げ方式」であり，地方

団体の財政自治を制約しないものであった。それに

加えて，自主財源としての地方税を拡充して，地方

自治の推進を目指すものであったといえる。

図 1 　財政保障機能と財政調整機能
出所： 林宜嗣「地方分権と財政調整制度」『経済学論究』第53巻第 3号，1999（平成11）年， 

268頁を筆者一部修正。
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1.2　日本における地方財政調整制度の沿革

1923（大 正12） 年 にドイツで財政調整法

（Finanzausgleichgesetz）が成立し，1929（昭和 4）

年にはイギリスで地方行政法（Local Government 

Act） を基に一般国庫交付金（general exchequer 

grant）が始まり，これらが地方財政調整制度の起

源とされている。

日本においても，1920年代から都市と農村の経済

格差が拡大し，財政難に陥る地方団体も少なくはな

かった。このような背景から，1932（昭和 7）年に

は，ヨーロッパの地方財政調整制度に注目した内務

省が「地方財政調整交付金制度要綱案」を発表し

た。これはイギリスの制度が参考にされ，地方団体

が交付金の使途を自由に決定できるものであった。

立案に深く関わった永安百治は，「與へられた交付

金を，如何なる經費に充當するかは，地方團體の自

由に任すことが，地方自治の精神にも適合すべく，

又經費を最も經濟的に使用せしむる3」としている。

その一方で，ドイツとイギリスの地方財政調整制度

を地方財政の集権化とみなしており，内務省が立案

した制度も例外ではないと考えていることには注意

する必要がある4。

この要綱案には多くの賛同者があり，各政党から

地方財政調整制度に関する法案が提出されたが，そ

れが実現に至ることはなかった5。なぜならば，こ

の当時の日本には相容れぬ 2 つの思潮，「その一は

地方分權的思潮であつて，他は中央集權的思潮6」

があったからである。こうした時代の流れの影響を

受けたことで，地方財政調整交付金制度の実現は見

送られたのである。表 1にあるように，日本で地方

財政調整制度が実現するのは，1936（昭和11）年の

臨時町村財政補給金が制度化されるまで待つことに

なる。

臨時町村財政補給金は，日本において最初に地方

財政調整制度を取り入れた措置である。当初は2000

万円規模の応急措置的なものであり，その対象は財

政が窮乏している町村に限定されていた。しかし，

翌年の1937（昭和12）年には，対象を財政が窮乏す

る道府県に拡大され，臨時地方財政補給金に制度が

変更されている。どちらも地方団体の不足財源を補

給する臨時的な措置ではあったが，「最初唱へられ

たる地方財政調整交付金と同一ではないが，それへ

の進化の一段階7」と一定の評価がなされている。

しばらくはこの臨時的な措置が継続したが，徐々

に恒久的な制度を求める声が大きくなっていった。

そうした状況の中で，1940（昭和15）年に税財政制

度の大改革が行われ，地方分与税が創設されたので

ある。地方分与税は，国が徴収した特定の税を道府

県と市町村に交付するもので，配付税と還付税から

なっている8。配付税は，所得税と法人税，入場税，

遊興飲食費の一定割合を道府県と市町村に交付する

ものであった。その半分は課税力に逆比例させ，も

う半分は財政需要に正比例させて交付された。それ

に対する批判はあったが，このような制度設計にす

ることで，これまでの制度よりも財政調整の作用を

一層強く持たせたのである9。その後も，地方分与

（注： 折半対象財源不足額が少なくとも 0にならないと臨時財政対策債の発行額が償還額を下回らないため，
臨時財政対策債の残高が増加する構造である。）

図 2 　2001（平成13）年度以降の財源不足の補填イメージ
出所：石原信雄『新地方財政調整制度論（改訂版）』ぎょうせい，2016（平成28）年，195頁。
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税の制度は幾度かの改正をしながら継続されたが，

1947（昭和22）年に還付税が廃止になった。それを

受けて，1948（昭和23）年に地方分与税から地方配

付税に変更された。

ここまで，戦前から1940年代までの地方財政調整

制度の沿革を述べてきた。確かに，それまでの制度

でも，地方団体間の財政力均等化に資するものでは

あったといえる。しかし，財政保障という点では，必

ずしもその機能を十分に発揮できていなかったので

はないかと考える10。「シャウプ勧告」では，ドッジ・

ラインの影響によって「地方に配布される國税たる

所得税と法人税の配布率が突然半減されたこと11」が，

地方財政が困窮する理由のひとつとして挙げられて

いるのである。

1950（昭和25）年に，「シャウプ勧告」の平衡交

付金構想を基にした地方財政平衡交付金が創設され

た。地方交付税に切り替わる1954（昭和29）年まで

と，この制度が実施されたのは短期間ではある。し

かしながら，これまでの制度と比較して，財源保障

機能が付与された制度であると考えられる。これに

ついては後述することとする。

2 　「シャウプ勧告」とは
2.1　「シャウプ勧告」の概要

連合国軍最高司令官総司令部（General Head 

Quarters：GHQ）の財務部税務課の責任者であった

ハロルド・モス（Harold Moss）により，コロンビ

ア大学教授のカール・S・シャウプ（Carl S. Shoup）

表 1 　地方財政調整制度と調整財源の割合の変遷 

出所： 鈴木武雄『現代日本財政史 下巻 2』東京大学出版会，1960（昭和35）年，524頁，および吉岡健次・兼
村高文・江川雅司『シャウプ勧告の研究』時潮社，1984（昭和59）年，139頁を基に筆者作成。

（単位：百万円）
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が日本の税制改革のための団長に選ばれた。そし

て，表 2のように，シャウプを含む 7人の学者，お

よび実務家によって税制調査団が構成された。

1949（昭和24）年 5月にシャウプが東京に到着し

て，連合国最高司令官のダグラス・マッカーサー

（Douglas MacArthur）と会談した際には，「今までし

たことがない課税手段を多く勧告して，日本を実験

台にするような報告は困る12」といわれたのみで，

その他に具体的な指示はなかったという。同年 5月

から 6 月にかけては，「納税者，税務職員（國，都

道府縣および市町村）または他の者との談合に充て

られた13」と述べられており，北海道から九州にか

けた日本各地の実地調査に基づく情報を入手してい

る。全体としては，シャウプが来日した 5月から 9

月までの約 4ヵ月を費やして勧告をまとめている14。

「シャウプ勧告」の構成は，表 3 のとおりであり，

地方財政や地方税を取り扱っている部分は多いとい

える。

「シャウプ勧告」における地方財政改革の柱は，

以下のとおりである15。

⑴　国・府県・市町村の行政責任の明確化

⑵　市町村優先主義

⑶　独立税主義

⑷　補助金整理

⑸　地方債発行の自由化

⑹　平衡交付金による地方財政収支差額の補填

⑺　地方財政員会による行財政運営

また，勧告の目的として，経済九原則とドッジ・

ラインを税制面から補完し，強化することを挙げて

いる。それぞれ，経済九原則第 2項「徴税計画を促

表 2 　シャウプ税制使節団の事務分担

出所： The Shoup Mission, Report on Japanese Taxation, Vol.I, Tokyo: General Headquarters, the Supreme Commander 
for the Allied Powers, 1949, p.iv，および鈴木武雄『現代日本財政史 下巻 1』東京大学出版会，1960（昭
和35）年，239頁を基に筆者作成。

表 3 　「シャウプ勧告」の構成

出所： 山下壽文『戦後税制改革とシャウプ勧告：シャウプ税制施行70周
年を顧みて』同文舘出版，2020（令和 2）年，45頁を筆者改編。
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進強化し，脱税者に対する刑事訴追を迅速広範囲か

つ強力に行うこと16」，およびドッジ・ラインの直

接的強制節約＝耐乏の構造の合理化にあたることで

ある17。

しかしながら，「シャウプ勧告」の使命は，それ

だけに留まるものではないと考える。日本の地方自

治を強化するという大きな目標があるのである。こ

のことについて，鈴木武雄教授は，「國と地方を通

ずる財政全體の構造の改革の意味するところの，き

わめて野心的な構想である18」と評価している。

2.2　「シャウプ勧告」の政治的・経済的背景

「シャウプ勧告」を検討するときには，戦後間も

ない占領期という特殊な時代背景を捉えておく必要

があると考える。

1945（昭和20）年 8月，日本はポツダム宣言を受

諾して終戦してから，1952（昭和27）年 4月のサン

フランシスコ講和条約の発効までGHQの占領下に

おかれた。日本は，中央政府が解体されて直接統治

となったドイツと異なり，図 3にあるように間接統

治の形態がとられた。間接統治とは，「命令は一括

して連合国最高司令官（Supreme Commander of the 

Allied Powers：SCAP）が日本政府に出し，日本政

府が責任をもってその命令の施行を代行する方式19」

であり，連合国最高司令官にはマッカーサーが就任

した。マッカーサーは，アメリカ太平洋陸軍総司令

官も務めており，日本の戦後改革の基本的な方向性

は，実質的にはアメリカの対日占領政策によって規

表 4 　アメリカ占領政策の変遷

出所： 山下壽文『戦後税制改革とシャウプ勧告：シャウプ税制施行70周年を顧みて』
同文舘出版，2020（令和 2）年，21頁を筆者改編。

図 3 　日本管理に関する命令系統（極東委員会第二次報告より）
出所： 共同通信社『世界年鑑 1950年版』共同通信出版部，1949（昭和24）年，376頁に筆者加筆修正。
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定されたのである20。

表 4のように，初期の対日占領政策の方針は，日

本が再び戦争ができないように，「非軍事化」と

「民主化」を推進することであった。そのため，軍

需工場や財閥の解体，農地改革，労働改革などが行

われたのである。しかし，こうした方針が長期にわ

たり継続されることはなかった。冷戦の激化やアメ

リカ国内の世論の変化を受けて，その方針は経済の

安定と復興を目指す自立化へ移行することになった

のである21。対日占領政策が転換したことは，「シャ

ウプ勧告」にも影響を及ぼすことになったのであ

る。

2.3　「シャウプ勧告」における基本方針

「シャウプ勧告」では，日本の地方財政は 5つの

重大な弱点，あるいは問題点があることを指摘して

いる。

⑴ 　「市町村，都道府縣および中央政府間の事務

の配分および責任の分担が不必要に複雜であり

また重複している22」

⑵ 　「如上三段階の統治機関の間における財源の

配分が若干の点において不適当であり，また中

央政府による地方財源の統制が過大である23」

⑶ 　「地方自治團体の財源は地方の緊要経費を賄

うには不足である24」

⑷ 　「國庫補助金および交付金は独断的に決定さ

れることが多い。それらは金額を予知すること

ができず，各地方簡易おける必要額の相異を適

当に考慮することなくして定められ，時には地

方が國庫支出額と同額を負担することが要求さ

れて，地方財源に無理をしいることがある。総

じて，それらを受ければ，中央政府が地方に対

して細点において過度の統制を行使するように

なるのである25」

⑸ 　「地方團体の起債権限はきわめて厳重に制限

されている26」

また，「シャウプ勧告」では，財政上の地方自治

を保障するための基本方針として， 4つの条件を掲

げている。

⑴ 　「地方住民がより多くの行政作用に対する眞

の要求を表わし，この行政作用に対してかれ等

が喜んで納税しまた納税する能力がある場合に

おいて，この増加需要を賄うに潜在的に十分強

い税を地方團体が持つていること27」

⑵ 　「地方團体が，翌年必要とするところについ

て毎年中央政府の慈悲にすがることがないとい

う保証。現行制度においては，配付税から地方

團体が受ける金額が事實まさしくこの方法によ

つて定められている28」

⑶ 　「各税の賦課および各施策の實施に関する責

任の集中29」

⑷ 　「例外的に貧困な地方は，事實上のみならず

原則的にもその固有の税の税率を変更してその

住民に與えているサーヴィスの量を変更する自

由を有するようこれらの貧困な地方に対しては

中央政府が特別の支持を與えること30」

これらの条件について，藤田教授は「地方財源の

拡充，財源の独立化・自由化，課税および行政上の

責任の明確化並びに財政調整制度の確立31」という

ように要約している。

ここで注目したい点は，地方財政改革の大前提と

して，以下のとおり，国と地方の間の行政事務の配

分について研究することを勧告しているところであ

る32。なぜならば，「シャウプ勧告」では，「平衡交

付金を含む地方税財源の強化と，地方財政委員会を

車の両輪にしていた33」と考えられるからである。

⑴ 　「市町村，都道府縣，國にはそれぞれいかな

る行政機能を行わせるのが最も適当か―ま

た，その二つまたは連合して行うべき機能は何

であるかということを勧告させるためには，卽

時臨時『地方行政組織』調査委員会を組織すべ

きである34」

⑵ 　「われわれがまず勸告することは，地方團体

の完全な組織およびこれらの段階の行政機関相

互間の事務の配分について，徹底的改革と合理

化を目標として徹底的に研究されねばならない

ということである35」

この勧告を受けて，地方行政調査委員会議が開か

れることとなり，1950（昭和25）年12月には，「行

政事務配分に関する勧告」（以下，神戸勧告）が行
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われた36。「神戸勧告」では，「シャウプ勧告」で指

摘されたことをふまえて，国，府県，および市町村

における事務配分の基準を定めたのである。

2.4　「シャウプ勧告」と地方自治

「シャウプ勧告」において，日本の地方自治が発

展するための基本条件として，地方財政調整制度を

挙げている。そのことは，勧告している改革案が，

以下の事実から出発して述べられている点からも明

らかであると考えられる。

「第一は，地方自治ということは，占領軍および

日本政府の窮極目的の一つとして宣言されている事

実である。第二に，現在のところ，地方自治はきわ

めて未熟な段階にあり，地方團体の財政力を強化

し，これとともに，富裕地方と貧困地方間の財政力

を更に均等化することなくしては，地方自治の完成

を望むことはきわめて困難である，という事実であ

る37」と記されているのである。

なお，地方自治の重要性は，古くから認識されて

いる。例えば，アレクシ・ド・トクヴィル（Alexis 

de Tocqueville）は，「地域自治の制度が自由にとって

もつ意味は，学問における小学校のそれに当たる38」

と述べている。また，ジェームス・ブライス（James 

Bryce）は，「地方自治は民主政治の最良の學校，そ

の成功の最良の保證人なり39」と述べている。日本

においても，1877（明治10）年に，福沢諭吉が『分

権論』において，国権を「政権（government）」と

「治権（administration）」に大別して，前者は国が担

い，後者は地方政府が担うものとして論じている40。

「治権」とは，各地域の特色に応じた政策を実施し，

地域住民の厚生の充実をはかることを意味してい

る。

「地方自治」は，「住民自治」と「団体自治」に

よって構成されている。「住民自治」は，「地方団体

が，それに利害関係をもっている事柄を処理するに

ついて，中央政府その他の権威の支配，干渉をうけ

ないで，地方団体自体の責任において，独立，自由

に行いうること41」である。「団体自治」は「地方

団体の事務がその住民の自由意志と責任によって決

定され，処理されるということ42」である。これら

の要素は，本質的特性となるものである43。戦後日

本では，日本国憲法等の法律で「地方自治」が明記

されて枠組みが構築された。

「シャウプ勧告」は，それを充実させたものであ

ると考えられる44。「シャウプ勧告」では，「日本に

おける問題は，依然として，國の支配を減じ，地方

團体の独立を増すこと45」としている。第二次世界

大戦の影響による日本の窮乏を考慮して，強力で進

歩的な地方団体の維持には否定的な見解ではある

が，「日本は地方機関を改善することができるとい

う意見には強い立場を與えることができる46」とし

ている。

また，「地方團体は，民主的生活様式に潜在的な

貢献をするものであるから，強化されねばならな

い。強力な，独立した，実力ある地方行政團体があ

れば，政治力は，遠隔の地にあり，且つ個人とは無

関係の中央政府に集中されるよりもむしろ分散さ

れ，國民の身辺におかれるのである47」ともしてい

る。これは，地域住民に身近な存在である市町村を

重視する「シャウプ勧告」の姿勢があらわれている

といえる。

3 　平衡交付金の特徴と問題点
3.1　平衡交付金の特徴

「シャウプ勧告」では，配付税の欠陥を指摘しつ

つ，平衡交付金の実施を提言している。表 5は，平

衡交付金と配付税との比較をしているものである。

平衡交付金は財政調整機能の他に，ナショナル・ミ

ニマムの確保するための財政保障機能が付与されて

いることがみてとれる。

平衡交付金は，各地方団体の「基準財政需要額と

基準財政収入額を毎年度算定し，需要額が収入額を

超過した差を補填させるため48」に，国が給付する

交付金である。各地方団体の事情に応じて，歳入と

歳出の差額を国が全額補填するのである。この交付

額の算出方法は，「下から積上げ方式」であり，地

方団体の財政自治を制約しないものであったと考え

る。また，国の財政運営の指針である地方財政計画

が重視された。

表 6 は，「シャウプ勧告」前後の地方財源の増減
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を示したものである。1949（昭和24）年度の地方予

算と比較して，「シャウプ勧告」の案では国庫補助

金が大幅に削減されていることがみてとれる。ま

た，地方税収が前年度を400億円上回っていること

から，地方税源の拡充が視野に入っていることがみ

てとれる。配付税は廃止され，平衡交付金に切り替

表 5 　平衡交付金と配付税の相違

出所： 吉岡健次・兼村高文・江川雅司『シャウプ勧告の研究』時潮社，1984（昭和59）年，145頁を筆者一部
修正。

表 6 　地方財源増強計画表 

（注： 災害復旧費は，「シャウプ勧告」の中で国に全額負担とされている。実質的に地方財政
の収入増とみなすことができるため取り上げている。）

出所： 自治省財政局編『地方財政制度資料 第 4巻』自治省，1963（昭和38）年，89頁，お
よび吉岡健次『戦後日本地方財政史』東京大学出版会，1987（昭和62）年，46頁を基
に筆者作成。

（単位：億円）
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わっている。平衡交付金は1200億円が計上されてお

り，配付税の580億円から大幅に増額されている。

臨時町村財政補給金の2000万円から始まった日本の

地方財政調整制度は，ここまで拡大することになっ

た。

その一方で，政府原案の平衡交付金の金額が，勧

告案から150億円減額されていることがわかる。こ

れは，生活保護費が平衡交付金に統合されなかった

ため，そのぶんの150億円が減額となっているから

である49。なお，その数年後には，義務教育国庫負

担金をはじめとして，いくつかの補助金が復活する

こととなった。

3.2　平衡交付金の問題点

「シャウプ勧告」は古典的な地方自治の立場であ

るから，平衡交付金はかえって地方自治の進展を阻

害するのではないかという批判がある。古典的地方

自治とは，①地方が限られた独立財源の範囲内で，

②応益原則に基づく課税原則によって，③ごく限ら

れた共同体的機能にかかわる固有事務を実施すると

いうものである50。しかし，市川喜崇教授は，それ

らの指摘は誤りであり，次の 2点において現代を見

据えているとしている51。第一に，積極財政を実施

しうるに足る財政力を保障されるべきであること，

第二に，地域間の経済格差の深刻さを十分に認識し

ていたことを挙げている。また，島恭彦教授は古典

的地方自治の立場であることを根拠に，「シャウプ

勧告」に対して当初は否定的な見解であったが，後

年その主張を改めている52。

「シャウプ勧告」では，「もちろん國庫が地方團体

に金錢支給をすることは地方当局を非独立にし，こ

れを統制下におくことになるのは事実である53」とし

つつも，「平衡交付金は地方團体に対する細細した

統制を最小限度のものにするような交付金である54」

としている。その一方で，「われわれがこの勧告に基

いて地方自治強化の期待を置いているのはまず比率

ではなくて構造においてである。地方團体がその活

動の云わば限界線において眞に自由―活動の際明

確に責任をもつて前進しようが，また後退しようが

自由―であるならば地方自治は現實のものとなり

得る55」としている。これは，「シャウプ勧告」の提

唱する平衡交付金の真価が発揮される「地方自治」

が実現するためには，険しい道のりがあることを示

唆しているようにもみえる。

また，「シャウプ勧告」の平衡交付金構想はアメ

リカの教育平衡交付金制度から影響を受けている

と，これまで指摘されてきたが，筆者はそうではな

いと考える56。シャウプが地方財政を専門としてい

たハワード・R・ボーエン（Howard R. Bowen）に

宛てた書簡には，ボーエンのイギリス政府間財政関

係に関する研究を基にして日本の政府間関係につい

て検討してほしい旨が記されている57。また，関口

智教授は，ボーエンのイギリス補助金研究に注目

し，「①特定目的の達成を意図している個別補助金

はそれを集計しても地域間の不均衡を解消できない

こと，②地域間の不均衡解消のためには各地域ごと

に個々の必要性と能力を算定する必要があること，

③集計した必要性と能力の差額が補助金総額である

こと，④この方法が地方自治を阻害しないこと， 

⑤必要性と能力の測定が適切となるような研究をす

べきであること58」を主張していたと指摘している。

そして，平衡交付金の構想について，1930年代から

40年代のアメリカでの議論の影響を受けつつ，「日

本の地方配付税の影響も加わった，ハイブリッドな

制度であると考えた方がよい59」としている。

「シャウプ勧告」の平衡交付金構想を基に創設さ

れた地方財政平衡交付金制度についても，その問題

点が指摘されている。江川雅司教授は，以下の 3つ

の問題点を指摘している60。

⑴ 　平衡交付金額が「下からの積上げ方式」に

よって決定される

⑵ 　各政府間の行政事務配分の明確化が不明確の

ままであった

⑶ 　財政需要の算定基準の精緻化されると，その

計算の基礎が地方団体の歳出使途を決定するこ

とになり，地方団体の自主性を制約する懸念が

ある

第一の点は，交付金の算定方法に起因している。

地方団体にとっては，基準財政需要額と基準財政収

入額の差が財源補償額であるが，地方団体と国の基
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準財政需要額の算定水準に解離があったのである。

国によって地方財政計画が作成され，これを基礎に

して算出しているが，中央政府の財政規模と関連し

て作成されている。そのため，国の財政状況によっ

て，地方団体に交付される総額が左右されるのであ

る61。

第二の点は，「神戸勧告」の内容が採用されな

かったことに起因している。「シャウプ勧告」では，

国と地方団体との行政事務の再配分が勧告されてお

り，各政府間の行政事務配分が明確化されることで

効果があらわれてくる制度であるにもかかわらず，

それが不明確なまま運用されていたのである。

第三の点は，第一の点とも関連する。財政需要の

算定基準が精緻化されることで，その計算の基礎が

地方団体の歳出の使途を決定することになる。そう

なれば，地方団体の自主性を制約することにつなが

ることにもなりかねないというのである。

しかしながら，江川教授は問題点を指摘しつつ

も，使途の特定化されていない一般補助金である平

衡交付金が，地方自治の拡充に資する財源保障制度

として，理論的に優れていることを認めている62。

4 　平衡交付金の現代的意義

「シャウプ勧告」で提唱された平衡交付金の制度

を実現させるためには，「下からの積上げ方式」，地

方財政委員会の設置，事務責任の明確化・集中化の

ための事務配分，補助金の整理と平衡交付金への振

り替え，地方独自税の強化，課税自主権の拡大等の

条件が必要となる63。

その一方で，1950（昭和25）年に創設された地方

財政平衡交付金制度は修正が加えられて，1954（昭

和29）年には地方交付税に切り替わった。「シャウ

プ勧告」からの日本を取り巻く環境の変化，例えば

サンフランシスコ講和条約による独立，朝鮮特需に

よる好景気等が影響して，前述の条件を満たすこと

ができなかったことが現実としてある。

また，地方財政平衡交付金が短期間で切り替わっ

た原因は，「一切の重要な勧告事項および細かい勧

告事項の多くは，相互に連関をもつている。もし重

要な勧告事項の一部が排除されるとすれば，他の部

分は，その結果價値を減じ，場合によつては有害の

ものともなろう64」という文言に集約されるのでは

ないかと考えられる。戦後日本を取り巻く経済状況

や世界情勢に流されるようにして，「シャウプ勧告」

を基礎とした日本の税制は，幾度となく修正されて

きたのである。

しかしながら，現代日本の税制の根幹にあるの

は，「シャウプ勧告」であることに変わりはないと

考える。市川教授は，日本の地方財政に多大な影響

を与えたものとして，「シャウプ勧告」の平衡交付

金を挙げている65。地方財政調整制度の機能として，

財政調整機能と財源保障機能が挙げられるが，平衡

交付金は財政保障機能を重視していることから，

「機会の平等」としての地方財政調整制度と位置づ

けている66。その理由として，「自治体の追加的な

行政需要に対しては，各自治体ごとに増税によって

対応することを想定していた67」ことを挙げている。

「シャウプ勧告」でも，「國民の福祉に対する影響

は，貧困な地方が教育，保険行政，道路，厚生活動

等を適当な水準で維持することができないことから

起るのである68」と述べられている。平衡交付金は

各地方団体のスタートラインを揃えるためのもので

あり，それ以上の政策展開を求める場合には増税で

賄わなければならないのである69。

そこで，平衡交付金を検討するときには，地方税

源の拡充と一体で考えることが重要となってくる。

それは，「シャウプ勧告」で「地方自治の形式に実

質を加えるために，地方團体に適当な独立財源を與

えることである70」と述べられているところからみ

ても明らかであろう。

現行の地方交付税制度に対して多くの議論がある

が，基準財政需要額の算定方法の再検討，および地

方税源の充実が必要であると考える。そのときに，

「下から積み上げ方式」を採用した平衡交付金や，

平衡交付金を含めた地方税財源の拡充を提唱した

「シャウプ勧告」は，今後の地方財政調整制度のあ

り方を考えていく上で有益ではないかと考える。
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おわりに

本論文では，「シャウプ勧告」における平衡交付

金の整理・検討を通じて，平衡交付金は地方財政の

不足分を全額補填する「下から積上げ方式」であ

り，地方団体の財政自治を制約しないものであるこ

とをみてきた。またそれに加えて，「シャウプ勧告」

は自主財源として地方税の拡充を提唱して，地方自

治を推進するものであったことをみてきた。

1995（平成 7）年から，地方分権一括法をはじめ

とした「平成の地方分権」が行われた。地方分権を

推進する上では，地方財源の充実，国庫補助負担金

および地方交付税の改革が重要となる。2003（平成

15）年から始まった「三位一体の改革」では，国か

ら地方への税源移譲，国庫補助負担金の整理・縮

減，地方交付税の見直しが行われた。そのときに，

約 3兆円の税源移譲が実現したが，国庫補助負担金

と地方交付税はそれ以上に削減されたため，結局は

地方団体に危機感が募る結果に終わったのである。

このように，財政的な側面からいえば，日本にお

ける地方分権の動きは停滞しているようにみえる。

いまだに地方団体の自主財源である地方税が占める

割合も高いとはいえず，それが「三割自治」と呼ば

れる所以となっている。

人口減少時代を迎えている日本では，地方団体の

役割やガバナンスの仕組みが，今後より一層問われ

てくると考える。そのときに，「シャウプ勧告」で提

言された地方財政，および地方自治のあり方に立ち

返ってみることが必要となるのではないかと考える。
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